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店頭デリバティブ（商品 CFD）取引に係るご注意 

 

◆ 本取引は、商品先物取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ（商

品 CFD）取引であるため、お客様より事前に要請がない限り、訪問・電話による勧誘はできな

い取引です。（注 1） 

 

※ この取引に関して行われた勧誘が、訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであ

ることを、改めてご確認ください。 

 

◆ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損

失が発生する可能性を有しています。 

また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。お客様の窓口へのご来店

又は勧誘の要請による勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解のう

え、お取引いただきますようお願いいたします。 

 

◆ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店へお申し出ください。 

お取引についてのトラブル等は、以下の機関に相談することも可能です。 

 

日本商品先物取引協会 相談センター 

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1丁目 1番 11号 日庄ビル 6階 

電話番号：03-3664-6243 

 

（注1） ただし、以下に該当する場合は適用されません。 

⚫ 当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合 

⚫ 勧誘の日前 1年間に、2以上のお取引をいただいていたお客様及び勧誘の日に未決済の残高

をお持ちのお客様の場合 

 

 

 

楽 天 証 券 株 式 会 社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 195号，商品先物取引業者 
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はじめにお読みください 

 

楽天ＭＴ４商品ＣＦＤ取引説明書 
 

楽天ＭＴ４商品ＣＦＤ（以下、「商品ＣＦＤ」という。）取引は、商品先物指数（以

下、「参照原資産」という。）の価格をもとに当社が提示する商品ＣＦＤ取引の買値

（ASK）、売値（BID）により取引を行うデリバティブ取引であり、商品ＣＦＤの価格

がお客様の予想に反して変動した場合、お客様に損失が発生する可能性があります。

商品ＣＦＤ取引は、証拠金の 20 倍までの取引が可能となるため、証拠金以上の損失

を被る可能性があります。取引を開始される場合には、本書面のみでなく、商品ＣＦ

Ｄ取引約款及びＣＦＤ取引ルールをお読みいただき、商品ＣＦＤ取引の仕組みやリス

クについて十分にご理解いただいたうえで、自己の判断と責任において取引を行って

ください。 
 

本説明書は、商品先物取引業者が商品先物取引法第 217 条第１項の規定に基づきお

客様に交付する書面で、同法第２条第 22項第に規定する店頭デリバティブ取引であ

るＣＦＤ取引について説明します。なお、ご不明な用語がございましたら、本書に

掲載されている用語集をご覧ください。 
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１．商品ＣＦＤ取引のリスク等重要事項について 

 

（１）リスク等にかかる注意点 

【相対（あいたい）取引であることについて】 

・商品ＣＦＤ取引は相対取引であり、当社が提示する買値（ASK）・売値（BID）にて取引を行って

いただくものです。したがって、商品ＣＦＤの価格は、参照原資産の取引所市場価格等とは異

なります。 

 

【取引手数料及びスプレッドについて】 

・商品ＣＦＤ取引手数料は無料です。ただし買値（ASK）と売値（BID）との間にはスプレッドが

あり、相場環境又は時間帯により変動し、スプレッドが拡大することがあります。 

 

【商品ＣＦＤの価格の変動による影響について】 

・商品ＣＦＤ取引では、参照原資産の価格、金利、通貨の変動又は経済指標、政治情勢等さまざ

まな要因により商品ＣＦＤの価格も変動しますので、お客様の予想と反対方向に変動すること

により、損失が生じる可能性があります。 

 

【証拠金を上回る損失が発生する可能性について】 

・商品ＣＦＤ取引に際して、お客様には当社にあらかじめ証拠金を預託していただきます。証拠

金の額の 20倍までの取引が可能となるため、商品ＣＦＤの価格の変動によっては、証拠金の額

を上回る損失が生じる可能性があります。 

 

【流動性低下のリスクについて】 

・経済情勢や参照原資産の価格の状況により、参照原資産の流動性が極端に低くなった場合、商

品ＣＦＤ取引が成立せず、新規又は決済のための取引ができなくなる可能性があります。 

 

【為替変動のリスクについて】 

・外貨建ての商品ＣＦＤを取引した場合、お取引に適用される外国為替レートの変動に伴い、損

失が生じる可能性があります。 

 

【金利相当額及び価格調整額の受払いについて】 

・当社のカバー取引先より提供された金利相当額及び価格調整額を元に算出し、建玉を取引時間

終了時点で保有していた場合に発生します。 

 

【システムリスク】 

・商品ＣＦＤ取引は、インターネットを利用した電子取引であるため、当社又は当社のカバー取

引先、当社のシステム委託先もしくは通信回線業者等が所有する通信回線、システム機器等に
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障害が発生した場合は、ご注文又は約定もしくは金銭の受払いが出来なくなる可能性がありま

す。 

 

【ロスカットについて】 

・お客様の商品ＣＦＤ取引口座における有効証拠金が、当社が設定した必要証拠金の基準（リア

ルタイムロスカット基準及び定時ロスカット基準）を下回った場合、お客様の商品ＣＦＤ取引

口座内の全建玉はロスカット（反対売買による強制決済）されます。市場環境の変動によって

は、ロスカットが実行されるまでに時間がかかる場合があり、ロスカット価格がロスカット判

定時の価格から大きく乖離して約定することがあります。その結果、損失額が証拠金の額を上

回る可能性があります。 

 

【クーリング・オフの対象外であることについて】 

・商品ＣＦＤ取引は、クーリング・オフの対象ではありません。 

 

【逆指値注文について】 

・損失を限定させる目的又はそれ以外の目的で行われる逆指値注文は、指定された価格に達した

場合に発注されるものであり、当該価格から大きく乖離した価格で約定する可能性、またいか

なる価格でも約定出来ず損失が拡大する可能性があります。 

 

【システム障害等における対応について】 

・商品ＣＦＤ取引は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を行って

います。そのため、カバー先におけるシステム障害等の発生により、商品ＣＦＤ取引の約定価

格に影響を及ぼしたと判断した場合には、対象となる取引につき、お客様に確認することな

く、注文取消又は価格訂正処理を行う場合があります。 

詳細につきましては、当社ウェブページをご参照ください。 

 

【海外の法令諸規則の適用及び将来の内外法令諸規則変更のリスクについて】 

・商品ＣＦＤ取引は海外を含む参照原資産の価格をもとにした取引であり、当社のカバー取引先

も原則として海外の企業です。商品ＣＦＤ取引については、日本の法令諸規則以外にも海外の

法令諸規則が適用される場合があります。また、将来の内外法令諸規則の変更によってお客様

の商品ＣＦＤ取引に影響を及ぼす可能性があります。 

 

【取引条件の変更又は取引制限によるリスクについて】 

・商品ＣＦＤ取引に関する取引条件は変更される可能性があり、変更後はお客様の既存の建玉に

関しても新たな取引条件を適用します。また、お客様の取引状況等により、個別のお客様に対

して取引条件の変更又は取引制限を実施する場合があります。 

 

【天災地変、紛争、テロ等によるリスクについて】 

・天災地変、紛争、テロその他の事情により、商品ＣＦＤ取引のサービスが遅延又は停止する可
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能性があります。 

 

【取扱い CFDの変更又はサービス提供終了のリスクについて】 

・当社は、随時任意に特定銘柄、特定種別又はすべての CFD取引において、取扱いの変更又はサ

ービス提供の終了を決定する可能性があります。取扱い又はサービス提供を終了した場合、お

客様の保有建玉は、当社が決定する日時に反対売買により決済いたします。 

 

（２）区分管理信託 

当社では、お客様から預託を受けた証拠金についてその全額を株式会社三井住友銀行における信

託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。ただし、当該証拠金は投資者保護

基金の補償対象ではありません。 

 

（３）カバー取引先 

お客様が行う商品ＣＦＤ取引は、当社との相対取引となります。かかる取引は、次の金融機関等を

カバー取引先として当社の判断でカバー取引を行います。なお、カバー取引は、当社の判断のもと

で当社が行う取引であり、カバー取引先とお客様との間には一切の契約はなく、お客様がカバー取

引先に対し直接請求権を持つものではなく、またお客様からのご照会やお問い合わせに応じること

もありません。 

◆26 ディグリーズ グローバル マーケッツ ピーティーワイ リミテッド 

26 DEGREES GLOBAL MARKETS PTY LTD 

金融商品取引業 ASIC[オーストラリア証券投資委員会] 

 

◆エルマックス ブローカー リミテッド 

LMAX Broker Limited 

金融商品取引業 U.K.FCA[英国 金融行動監督機構] 

 

※当社、当社のカバー取引先又は資金預託先の財産状況が悪化した場合、お客様への証拠金その

他資金の返還が困難になる等、お客様に損失が発生する可能性があります。 
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２.商品ＣＦＤ取引の仕組みについて 

 

商品ＣＦＤ取引は、商品先物取引法その他の関係法令及び日本商品先物取引協会の規則を遵守して行いま

す。 

 

（１）取引の方法 

商品ＣＦＤ取引はインターネット専用のサービスです。 

 

（２）取引銘柄、必要証拠金及び投資可能資金額 

取引が可能な銘柄及びこれに係る必要証拠金（証拠金率）等は、取引ルールをご参照ください。なお、当

社は、経済情勢等の変化に伴い法令に定める範囲内において必要証拠金（証拠金率）を変更する場合があり

ます。 

商品ＣＦＤ取引では、口座開設時にお客様に投資可能資金額を申告いただく必要があります。投資可能資

金額とは、商品ＣＦＤ取引により損失を被ってもお客様の生活に支障のない範囲で定める資金額であり、お

客様が商品ＣＦＤ取引における損失として許容できる金額をいいます。当社では、口座開設時にお客様から

申告いただいた商品ＣＦＤ取引に係る投資可能資金額をもとに定期的にお客様の損失状況をモニタリング

し、当社が定める取引基準に抵触した場合、お客様の商品ＣＦＤ取引の新規取引を一定期間停止させていた

だく場合があります。 

 

（３）取引手数料及び諸料金等 

取引手数料は無料です。ただし、経済情勢等の変化により、有料とする場合があります。また、商品ＣＦ

Ｄ取引のためのツールの利用料については「ＣＦＤ取引ツール利用規定」の「第 4条ＣＦＤ取引ツール利用

料」に定めるとおりとします。なお、お客様が負担すべき公租公課、その他の賦課金、取引手数料及びその

他の負担費用等について、当社が立て替えた場合、お客様は当社から当該立替金の請求があり次第、当社が

指定する期限及び方法等によりこれを支払うものとします。なお、当社は、お客様からの指示により例外的

な取り扱いを行った場合は、当社の要した実費及び役務提供に要した費用等をお客様に請求する場合があり

ます。 

 

（４）価格提示 

当社は、原則として買気配（=お客様の売値「ビッドレート」といいます）と売気配（=お客様の買値「ア

スクレート」といいます）の両方の価格を同時に提示いたします(この提示方法を｢2Ｗａｙ方式｣といいま

す)。当社は通常、カバー取引先から提示される価格を参考に当社基準において価格提示を行いますが、相

場急変時や、カバー取引先の状況に変更が生じたことから、カバー取引先からの価格提示がないなど、マー

ケットの実勢価格が提示できないと当社が判断した場合には、価格提示を停止し、お客様のお取引ができな

くなる場合がございます。当社が価格提示を停止しており、それを再開するときについては、カバー取引先

のうち一社以上から価格提示を受け、その価格がマーケットの実勢価格であると当社が判断した場合に、価

格提示を再開します。ただし、相場状況等によっては、価格を提示するカバー先の数によらず、価格がマー

ケットの実勢価格であるか否かを当社が判断し、お客様への価格提示の停止・再開を行う場合があります。

また、当社の提示価格がマーケットの実勢価格から明白に乖離したと当社が認める場合は、当該提示価格の

訂正又は取消を行う場合があります。 
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（５）成行注文の執行等 

当該注文は、注文価格を指定せずに売買する注文です。取引画面に表示されている価格で約定することを

保証するものではありません。お客様が既に保有する建玉の必要証拠金を有効証拠金から差し引いた余剰証

拠金額が、約定しようとする当該注文の必要証拠金と比較して下回っていた場合、当該注文は約定しませ

ん。 

 

（６）指値・逆指値注文の執行等 

お客様から発注された指値・逆指値注文であって、約定対象となったものは、システム上、速やかに約定

執行されます。但し、当社の提示レートがその注文のレートに達した場合でも、カバー取引先が提供する流

動性、その他事情により約定しない場合があります。また、提示レートがマーケットの実勢レートから明白

に乖離していると当社が認めた場合は、注文を執行しない場合があります。 

 

（７）スリッページ 

成行注文は、注文価格を指定せずに売買する注文のため、取引画面に表示されている価格と実際に約定をす

る価格との間に相違が生じる場合があり、当該相違は、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあ

ります。 

指値注文は、当社の提示レートがお客様の注文レートと一致するか、お客様の注文レートより有利な場合

に、当該提示レートで約定します。 

逆指値注文は、当社の提示レートがお客様の発注した逆指値注文のレートに達した場合、又は超えた場

合、その提示レートで約定します。但し、市場価格が一方向にかつ急激に変動した場合、逆指値注文が意図

したよりも著しく不利な価格で約定する可能性があり、意図していない損失を被ることがあります。 

 

（８）指値・逆指値注文の訂正・取消 

お客様が発注された指値・逆指値注文が約定していない場合には、注文レート、決済レート、トレーリン

グストップ設定及び有効期限の訂正又は注文の取消を行うことができます。注文を訂正・取消される場合

には、お客様は、注文変更または取消画面より訂正入力又は取消入力を行っていただきます。なお、取引

時間外は、これら注文の訂正・取消等は行えません。また、注文の有効期限の訂正につきましては、発注時

点から一定の期間を過ぎた場合、訂正できないことがあります。有効期限の訂正が可能な期間は、取引ル

ールをご参照ください。 

また、当社は、お客様の売買注文について約定しない可能性が高いと認められる場合等、当社の判断でお

客様の注文を取り消す場合があります。 

 

（９）約定の訂正・取消 

約定されたお客様の取引は、原則として、訂正又は取消等はいたしません。また、お客様の手違い等によ

る注文が約定した場合でも、当社は一切の責任を負わず、当該約定した取引は訂正等をいたしません。た

だし、次に掲げる項目に該当した場合は、当社の判断において本来あるべき価格での約定に訂正させてい

ただく又は約定の取消を行う場合があります。その場合、当社からお客様に対し、速やかにご連絡いたし

ます。（連絡方法は取引画面内のお知らせ、Ｅメール、電話等、状況により異なります） 

① 当社が不正と認めた取引において約定した場合 

② マーケットの実勢レートから明白に乖離していると当社が認めた当社提示レートで約定した場合 

③ システム障害等が発生している際に約定した場合 
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④ お客様が本説明書及び商品ＣＦＤ取引規定のほか、当社の総合証券取引約款、その他付随関連す

る規定、規則、取引ルール等（以下、「約款等」といいます）について違反した場合 

⑤ その他、当社が必要と認める場合 

 

（１０）スプレッド 

スプレッドとは買値（ASK）と売値（BID）の差額です。買値（ASK）は売値（BID）よりも高くなってい

ます。スプレッドは取引対象により異なります。また、スプレッドは市場の流動性、価格変動、取引時間

等の要因により変動します。 

 

（１１）建玉の決済 

建玉は、建玉と同一銘柄の決済注文が約定することにより、差金決済の方法で決済が行なわれます。決

済注文は、建玉に決済指値レートあるいは決済逆指値レートを設定することで発注できます。 

 

（１２）受渡日 

商品ＣＦＤ口座は、原則として受渡日の概念を持たず、決済（反対売買）取引で確定した差損益額は、

直ちに口座の証拠金残高に加減算されます。また、調整額も未決済建玉に付与された時点で証拠金残高に

加減算されます。 

 

（１３）両建て 

お客様ご自身の意思により同一銘柄の新規の買い注文と新規の売り注文を発注し、両方の注文が約定す

ることによって売建玉と買建玉を同時に保有することとなる｢両建て｣を行うことができます。 

両建ての必要証拠金は、「両建てマックス方式」を採用しております。「両建てマックス方式」とは、両

建取引における証拠金について、各銘柄の売建玉の合計と買建玉の合計とを比較し、建玉合計の多い方に

対して証拠金を算出する方式をいいます。 

なお、両建ては、決済する際に売建玉と買建玉に対してそれぞれ決済取引が必要となるため、お客様は

二重のスプレッドを負担することとなり、また、建玉を持ち越した場合は調整金においても支払超過とな

る場合が生じ、経済合理性を欠く取引となりますので、お勧めはいたしません。 

 

（１４）証拠金 

① 証拠金の差入れ 

お客様が商品ＣＦＤ口座で新規の注文をされるときは、あらかじめ必要な必要証拠金以上の証拠金を日

本円で事前にお客様の商品ＣＦＤ口座に差し入れていただく必要があります。お客様の総合証券取引口

座、楽天ＦＸ口座、楽天ＭＴ４口座またはらくオプ口座のいずれかから振替手続きが完了し、お客様の商

品ＣＦＤ口座において「残高」の欄に反映された時点で新規の注文が可能となります。 

なお、「ＦＸリアルタイム入金」サービスを利用して正常に手続きが終了した場合、振替手続きは必要

ありません。ご利用の詳細につきましては、当社のウェブページをご参照ください。 

 

② 必要証拠金率 

商品ＣＦＤ取引の必要証拠金率は、5％です。必要証拠金の計算式は以下のとおりです。 

必要証拠金 ＝ 約定価格 × Lot数 × 取引単位 × 換算レート × 5％ 
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  ③ 利息 

お客様が当社に差し入れた証拠金及び取引により生じたお客様の決済益や調整金に対して利息は付きま

せん。 

 

  ④ 商品ＣＦＤ口座と総合証券取引口座、楽天ＦＸ各種口座間の資金振替 

商品ＣＦＤ口座から資金を総合証券取引口座、楽天ＦＸ口座、楽天ＭＴ４口座、またはらくオプ口座の

いずれかへ振り替えた場合、振替先の口座には、通常、リアルタイムで反映されます。 

また、総合証券取引口座、楽天ＦＸ口座、楽天ＭＴ４口座、またはらくオプ口座のいずれかから商品Ｃ

ＦＤ口座へ振り替えた場合は、振替額がリアルタイムで「残高」欄に反映されます。なお、システムメン

テナンスを行っているなどの場合は、資金の振替ができません。詳細につきましては、当社のウェブペー

ジをご参照ください。 

 

⑤ 証拠金の引き出し 

商品ＣＦＤ口座からの証拠金の出金は、お客様の銀行口座へ出金余力の範囲内でお手続きいただけます。 

 

 

⑥ 証拠金の種類 

商品ＣＦＤ取引で取り扱う証拠金は、現金（円貨のみ）となります。株式等の有価証券で代用すること

はできません。 

 

⑦ 証拠金の返還 

お客様の証拠金が、当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客様は、当社の定めに従い、

その超過額の全部又は一部の返還を当社に請求することができます。 

 

（１５）ロスカットルール 

商品ＣＦＤ取引では、取引証拠金以上の損失を回避するため、一定間隔（原則取引価格更新の都度）で

お客様の余剰証拠金を計算し、余剰証拠金が 0（ゼロ）以下になった時点で損失の大きいポジションから

順に、余剰証拠金が 0（ゼロ）を超えるまで強制決済されます。但し、当社は、ロスカットルールによる

決済注文の執行を保証するものではなく、システム障害やその他の原因（以下｢システム障害等｣といいま

す。）により、予定された通りに決済注文が執行されない場合もあります。また、当社がレート提示を停

止した場合、その後の相場の動向によっては、レート提示再開と同時にロスカットの対象となる可能性が

あります。ロスカット水準は、ロスカットルールが適用され決済注文が執行される水準であり、必ずその

水準で証拠金が保全されることを約するものではありません。従ってシステム障害等が発生した場合や当

社がレート提示を停止した場合、あるいは相場が急激に変動したなどの場合には、想定以上の損失が発生

し、その損失が証拠金の額を上回る場合もあります。証拠金を上回る損失が生じた場合は、「③証拠金の

追加差入れ」に定めるお手続きが必要となります。 

 

（１６）追加証拠金（追証）制度について 

商品ＣＦＤ口座では、追加証拠金（追証）の制度はありません。お客様口座の余剰証拠金が 0（ゼロ）以
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下になると、前号のルールに基づきロスカットが発動しますので、口座の資金管理には十分ご注意くださ

い。 

 

（１７）決済に伴う金銭の授受 

① 決済について 

商品ＣＦＤ取引の決済は、反対売買によって行っていただきます。 

 

② 決済代金について 

差金決済に伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金額について行われま

す。 

取引数量 × 約定価格差  

※約定価格差とは、売付取引と買付取引の約定価格の差をいいます。 

※外貨による決済損益は当社の定める為替レートで円換算します。 

 

（１８）決済損金の不足 

建玉の決済による損失が有効証拠金の額を上回り、不足金が発生した場合には、お客様は翌々取引日午

後 3時までに当該不足金を商品ＣＦＤ口座に差し入れていただく必要があります。 

不足金が発生した場合、商品ＣＦＤ口座から総合証券取引口座への振替えも一時的に制限されますの

で、不足金入金後に当社カスタマーサービス部へロック解除を依頼ください。お客様から不足金入金期限

までに当該不足金のご入金がない場合は、当社はお客様に通知することなく、当社の商品ＣＦＤ口座の受

入証拠金あるいは総合証券取引口座等でお預かりしている預り金の他、当社が占有し、又は社債、株式等

の振替に関する法律(平成 13年法律第 75号)に基づく口座に記録しているお客様の有価証券、その他当社

がお預かりしている外国通貨等を当社の任意でお客様の計算により処分して、適宜債務の弁済に充当する

ことができるものとします。また、同時に信用取引口座や先物・オプション取引口座をご開設のお客様

が、信用取引、先物・オプション取引によって発生した不足金、又はその他の不足金が発生し、それらの

取引等にかかる受渡日・入金期日等までに当該不足金のご入金がない場合、当社はお客様に通知すること

なく、証拠金を当該不足金に充当できるものとします。詳細に関しては、「商品ＣＦＤ取引ルール」をご

参照ください。 

 

（１９）課税上の取扱いについて 

個人のお客様が行ったＣＦＤ取引で発生した利益（反対売買により確定した差益及び調整額の収益）は、

2012年 1月 1日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告が必

要となる場合があります。また、その損益は、確定申告をすることによって差金等決済をした他の先物取

引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことが

できます。なお、税率は、所得税が 15％、地方税が 5％ですが、2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日ま

での 25 年間につきましては、これまでの税率 20%に復興特別所得税 0.315%が加算されることとなります。 

法人のお客様が行ったＣＦＤ取引で発生した利益（売買による差益及び調整額の収益）は、法人税に係る

所得の計算上、益金の額に算入されます。またＣＦＤ取引はデリバティブ取引に該当することから、期末

時に決済されていない評価損益（未決済建玉評価損益・調整額）についても、期末時に決済したものとみな

してその事業年度の益金の額又は損金の額に算入することになります。 

金融商品取引業者は、お客様のＣＦＤ取引について差金等決済を行った場合には当該お客様の住所（又は
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所在地）、氏名（又は法人名）、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に

提出することが義務づけられています。 

以上は、ＣＦＤ取引における一般的なお取扱をご案内したものですが、お客様によっては上記記載と異な

る取扱となる場合がございますので、所轄の税務署もしくは税理士等の専門家にご確認ください。 

 

 

３.商品ＣＦＤ取引の手続きについて 

 

お客様が商品ＣＦＤ取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。 

 

（１）取引の開始 

① 本説明書（契約締結前交付書面）等の確認 

はじめに、当社が電子交付する本説明書（契約締結前交付書面）、ＣＦＤ取引ルール及び商品ＣＦＤ取

引約款を熟読いただき、商品ＣＦＤ取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任

において商品ＣＦＤ取引口座の開設を行ってください。 

 

② 商品ＣＦＤ取引口座の設定 

 商品ＣＦＤ取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に楽天 FX口座を開設していただく必要がありま

す。楽天 FX口座を開設した後、メンバー画面より、商品ＣＦＤ取引口座の開設手続きをお願いいたしま

す。本説明書等はお手続きの際に電子交付され、それぞれの内容にご同意いただきます。また商品ＣＦＤ

取引口座の開設に当たり、お客様には事前に当社所定の質問事項にお答えいただき、当社の口座開設基準

等に基づく審査を経ていただく必要があり、審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。 

 

（２）注文の指示事項 

 商品ＣＦＤ取引は、パソコン及びスマートフォン（一部ご利用になれない機種がございます。詳しくは当

社ウェブページの推奨環境でご確認ください）でお取引いただけます。 

※ カスタマーサービス部のオペレータ経由によるお電話でのご注文は承ることはできません。 

 

【ご注文に際しての入力項目】 

（1） 銘柄 

（2） 売買の別 

（3） 新規・決済の別 

（4） 注文数量 

（5） 注文の種類および関連する事項 

（6） 注文レート 

（7） 注文の有効期限（基本的にＧＴＣですが、期限は任意に設定可能です） 

 

（３）注文方法  

注文方法は、成行き、指値・逆指値注文が基本です。新規注文に対して、決済指値と決済逆指値注文を設定

することができます。1 つの新規注文に設定された決済指値と決済逆指値注文はＯＣＯの関係となっており、

またどちらか一方のみを発注することも可能です。新規注文の指値・逆指値注文と決済指値と決済逆指値注文
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を組み合わせることで、ＩＦＤ注文とＩＦＯ注文を発注することができます。詳しくは、ＣＦＤ取引ルールを

ご参照ください。 

 

（４）証拠金の差入れ 

 商品ＣＦＤ取引の注文をするときは、あらかじめ当社に所定の証拠金を差入れていただきます。証拠金の

差入れは、証券総合口座画面からお客様ご自身で商品ＣＦＤ取引口座にお振替えください。 

 

（５）反対売買による建玉の決済 

 保有されている建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、約定数量分が保有建玉から減少しま

す。商品ＣＦＤ取引では、建玉の建値は約定ごとに表示され、特定の建玉を指定板返済が可能です。 

 

（６）取引手数料 

 商品ＣＦＤ取引手数料は無料です。ただし、買値（ASK）と売値（BID）との間にスプレッドがあり、相場

環境又は時間帯により変動し、スプレッドが拡大することがあります。 

 

（７）取引残高、建玉、証拠金等の報告 

 当社は、取引状況をご確認いただくため、報告対象期間において約定した取引の内容並びに報告対象期間

の末日における建玉、証拠金及びその他の未決建玉の残高、年間の損益を記載した「取引報告書兼証拠金受

領書」及び「取引残高報告書」を作成して、電磁的方法によりお客様に交付いたします。 

  

（８）交付書面の確認 

当社がお客様へ電磁的方法により交付した「取引報告書兼証拠金受領書」、「取引残高報告書」及びその他

当社が必要に応じて通知した書面等の内容は、当社がお客様の閲覧に供した後、必ずご確認いただきますよ

うお願いいたします。また、「取引報告書兼証拠金受領書」、「取引残高報告書」につきまして、内容に相違又

は疑義が生じた場合には、発行後、速やかに当社にご連絡ください。ご照会やご異議の申し立て等がない場

合には、その内容をご了承いただいたものとさせていただきます。 

 

（９）商品ＣＦＤ口座の解約又は取引の制限 

商品ＣＦＤ口座のみの解約は受付けておりませんが、お客様のご要望によりログインおよびお取引に制限

をかけることは可能です。また、お客様が金融商品取引法を始めとした法令諸規則又は当社が定める各種規

定やルール等に違反した場合又は一定期間内にお取引がない場合等においては、ログインおよびお取引に制

限をかけさせていただく場合がございます。 
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４.店頭デリバティブ取引にかかる禁止行為 

 

商品先物取引業者は、商品先物取引法により、顧客を相手方とした商品ＣＦＤ取引、又は顧客のために商品ＣＦ

Ｄ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為（以下、「商品ＣＦＤ取引行為」といいます。）に関して、次のよう

な行為が禁止されていますので、ご注意下さい。 

 

1. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを

告げて商品ＣＦＤ取引の勧誘をすること 

2. 商品ＣＦＤ取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること 

3. 商品ＣＦＤ取引の申込みを行わない旨の意思（申込みの勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む）を

表示した顧客に対し、商品ＣＦＤ取引の申込みの勧誘をすること 

4. 顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で商品ＣＦＤ取引の申込みの勧誘をすること 

5. 商品ＣＦＤ取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号又は名称及び商品ＣＦＤ取引の勧誘

である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思を確認することをしないで勧誘すること 

6. 商品ＣＦＤ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品ＣＦＤ

取引契約の締結を勧誘すること 

7. 顧客の指示を遵守することその他の商品ＣＦＤ取引契約に基づく顧客に対する債務の全部または一部の履行

を拒否し、又は不当に遅延させること 

8. 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること 

9. 商品ＣＦＤ取引行為につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること 

10.商品ＣＦＤ取引行為につき、決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うこと

を勧めること 

11.商品ＣＦＤ取引行為又はこれらに係る勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をする

こと 

12.商品ＣＦＤ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当

該商品ＣＦＤ取引契約の締結を勧誘すること 

13.商品ＣＦＤ取引行為に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況

において、商品先物取引業に係る行為を継続すること 

14.商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品

先物取引業を継続すること 

15.個人顧客を相手方として商品ＣＦＤ取引を行う場合において、当該個人顧客がその計算において行った商品

ＣＦＤ取引を決済した場合に当該個人顧客に生ずることとなる損失の額が、当該個人顧客との間であらかじ

め約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする商品ＣＦＤ取引の決済（以下、「ロスカ

ット取引」という。）を行うための十分な管理態勢を整備していない状況にあるにもかかわらず、商品先物取

引業を継続すること 

16.個人顧客を相手方として商品ＣＦＤ取引を行う場合において、当該商品ＣＦＤ取引について、ロスカット取

引を行っていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること 

17.個人顧客を相手方として商品ＣＦＤ取引を行う場合において、当該商品先物取引業者が当該個人顧客から預

託を受けた取引証拠金等の額に当該商品ＣＦＤ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加

え、又は当該商品ＣＦＤ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額（以下、「実
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預託額」という。）が約定時必要預託額に不足するにもかかわらず、直ちに当該個人顧客にその不足額を当該

商品先物取引業者に預託させることなく、当該商品ＣＦＤ取引を行うこと 

18.個人顧客を相手方として商品ＣＦＤ取引を行う場合において、その営業日ごとの一定の時刻における当該商

品ＣＦＤ取引に係る取引証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足するにもかかわらず、速やかに当該個

人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該商品ＣＦＤ取引を行うこと 

19.個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために商品ＣＦＤ取引行為を業として行う場合において、当該個人

顧客に対し、当該個人顧客が行う商品ＣＦＤ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取

引（これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。）の勧誘その他これに類似する行為をすること 

20.個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために商品ＣＦＤ取引行為を業として行う場合において、売付けの

価格（価格に相当する事項を含む。）及び買付けの価格（価格に相当する事項を含む。）の双方がある場合

に、これらの価格を同時に提示しないこと  

21.個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために商品ＣＦＤ取引行為を業として行う場合において、商品先物

取引業者が顧客の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提

示を要求した当該顧客に提示しないこと 

22.商品先物取引法施行規則第 102 条の２第２号又は第３号の規定に掲げる行為により商品ＣＦＤ取引契約を締

結した場合において、当該商品ＣＦＤ取引契約の内容とされた同条第２号ハ又は第３号ハ（１）から（３）

までに掲げる事項に反して取引を行うこと 

23.当該商品先物取引業者の役員又は使用人による職務の執行が法に適合することを確保するための体制を整備

していないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引法施行規則第 102 条の２第２号又は第３

号に掲げる行為を行うこと 

24.商品ＣＦＤ取引につき、当該商品ＣＦＤ取引について顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定め

た額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足する

ため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、

若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 

25.商品ＣＦＤ取引につき、自己又は第三者が当該商品ＣＦＤ取引商品 CFD 取引について生じた顧客の損失の全

部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財

産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者

に申し込ませ、若しくは約束させる行為 

26. 商品ＣＦＤ取引につき、当該商品ＣＦＤ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又

はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、

又は第三者に提供させる行為 

27. 顧客の知識、経験、財産の状況及び商品ＣＦＤ取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘

を行って顧客の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがあること 

28. 商品ＣＦＤ取引契約を締結しようとする場合に、あらかじめ、顧客に対し、本書面を交付した上で、本書面

の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該商品ＣＦＤ取引を締結しようとする目的に照らし

て、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと 
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５.当社の概要及び本取引に関する連絡先 

 

当社の概要 

商 号 等 楽天証券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商）第 195号、商品先物取引業者 

本 店 所 在 地 〒107-0062 東京都港区南青山 2-6-21 

加 入 協 会 日本証券業協会、日本商品先物取引協会 

資 本 金 19,495 百万円 

主 な 事 業 金融商品取引業 

設 立 年 月 1999年 3月 

 

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

 

楽天証券カスタマーサービスセンター 

フリーダイヤル：0120-41-1004 

携帯電話から：03-6739-3333(通話料有料) 

 

受付時間 平日8:30～17:00 (土日祝・年末年始を除く) 

 

 

日本商品先物取引協会（日商協）「相談センター」のご案内 

日本商品先物取引協会・相談センターは、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓

口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。 

住所  ：〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1丁目1番11号 日庄ビル6階 

電話番号：03-3664-6243  

受付時間 平日 9:00～17:00（祝日を除く）  
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６.CFD 取引に関する主要な用語 

（1） 必要証拠金（ひつようしょうこきん） 

建玉を新規に建てる、あるいは建玉を維持する為に必要な証拠金をいいます。 

（2） 売建玉（うりたてぎょく） 

売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。売建玉ともいいます。 

（3） 残高（ざんだか） 

お客様が商品ＣＦＤ口座に差し入れた証拠金のことをいいます。なお、取引によって発生した決

済損益やスワップポイントの授受は、口座の「残高」への入出金をもって受け払いされます。 

（4） 証拠金維持率（しょうこきんいじりつ） 

（有効証拠金÷必要証拠金）×100 

（5） 買建玉（かいたてぎょく） 

買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。買建玉ともいいます。 

（6） カバー取引（かばーとりひき） 

金融商品取引業者が顧客を相手方として行うＣＦＤ取引の価格変動によるリスクの減少を目的と

して、当該ＣＦＤ取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商

品取引業者その他の者を相手方として行うＣＦＤ取引をいいます。 

（7） ロスカット（ろすかっと） 

商品ＣＦＤ口座では、お客様の証拠金維持率が当社が定める基準値以下となった場合に、お客様

の計算において当社が決済取引を行うことです。 

（8） 決済注文（けっさいちゅうもん） 

新規で発注された建玉を手仕舞う（建玉を減じる）ために行う取引で、建玉を指定して行う反対

売買取引をいいます。 

（9） 差金決済（さきんけっさい） 

決済にあたり、当該銘柄の売買の価格差により算出された損失又は利益に応じた差金を授受する

ことによる決済方法をいいます。 

（10） 未受渡売買損益（みうけわたしばいばいそんえき） 

差金決済が結了したことにより確定した損失及び利益で、受渡日を迎えないことにより、未だ受

入証拠金に反映されていない金額をいいます。 

（11） 参照原資産（さんしょうげんしさん） 

当社が参照している店頭デリバティブ取引の対象となる資産のことです。 

（12） 原資産市場（さんしょうしじょう） 

原資産が取引されている取引所のことです。 

（13） 価格調整額（かかくちょうせいがく） 

当社のカバー取引先より提供された価格調整額を元に算出いたします。当社が定める日の取引時

間終了時点で建玉を保有していた場合に発生します。 

（14） 金利相当額（きんりちょうせいがく） 

当社のカバー取引先より提供された金利相当額を元に算出いたします。建玉を取引時間終了時点

で保有していた場合に発生します。 

（15） 権利調整額（けんりちょうせいがく） 

当社のカバー取引先より提供された配当相当額を元に算出いたします。配当相当額は、権利付最

終日に建玉を取引時間終了時点で保有していた場合に発生します。 
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（16） 建玉（たてぎょく） 

商品ＣＦＤ取引における建玉とは、買い建て・売り建て取引によって生じた持ち高、あるいは通

貨や数量などの持ち高状況のことをいいます。建玉ともいいます。 

（17） デリバティブ取引（でりばてぃぶとりひき） 

その価格が取引対象の価値（数値）に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及

びオプション取引を含みます。 

（18） 値洗い（ねあらい） 

建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。 

（19） 未決済建玉評価損益（みけっさいたてぎょくひょうかそんえき） 

買建玉あるいは売建玉に係る評価益又は評価損で、現在の価格により算出されたものをいいます。 

（20） 両建て（りょうだて） 

決済取引をせず、同一商品、同一通貨の組み合わせで買建玉と売建玉を同時に持つことです。 

（21） スリッページ（すりっぺーじ） 

スリッページとは、お客様の注文時に表示されているレート又はお客様が注文時に指定したレー

トと実際に約定するレートとの相違を言います。 

（22） 取引日・営業日（とりひきび・えいぎょうび） 

取引日とは、原則、土曜日、日曜日及び 1 月 1 日以外の日をいいます。また、営業日とは、土曜

日、日曜日、日本の祝祭日及び当社が任意に休日と定めた日以外の日をいいます。 

（23） ＧＴＣ（じーてぃーしー） 

ＧＴＣとはＧｏｏｄ Ｔｉｌｌ Ｃａｎｃｅｌの略で、注文が成立、もしくはキャンセルされるま

で有効な注文方法です。 

(2023年 9月) 


